
 京都市都市計画局設計業務受託候補者選定要綱 
 

平成１４年 ３月２８日 都市計画局長決定 
平成１７年 １月 １日 改      正 
平成１９年 ３月２６日 全 部 改 正 
平成２３年 ５月１７日 改      正 

 平成２７年 ３月３１日 改      正 
平成２８年 ４月２８日 改      正 

令和２年 ２月１０日 改      正 
令和６年 ９月１２日 改      正 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、京都市執行機関の附属機関の設置に関する条例に基づき附属機関を設

置する場合を除き、都市計画局が所管する建築及び建築設備設計業務（以下「設計業務」

という。）について、設計の品質が公共施設の品質確保を図る上で重要な役割を果たすもの

であることに鑑み、設計の品質を確保し、設計業務の目的及び内容を効果的かつ効率的に

実現するため、設計業務委託契約の受託者として最も適した候補者（以下「受託候補者」

という。）の選定に関する必要な事項を定めるものとする。 

 
（適用） 
第２条 この要綱は、委託を行う設計業務が、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２

号に定める場合に該当するものとして随意契約を行う場合に適用する。 

 
（設計業務受託候補者選定委員会） 
第３条 受託候補者の選定に関する審議を行うために、都市計画局内に設計業務受託候補者

選定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、設計業務を担当する課（以下「設計担当課」という。）から設計業務に係る契

約手法の予定について報告を受け、当該設計業務を地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号に定める場合に該当するものとして、第５条に規定する選定方式の採用基準に基

づき、次条の選定方式（以下「選定方式」という。）を決定し、設計担当課に通知する。 

３ 委員会は、設計担当課からの依頼に基づき、プロポーザルに参加しようとする者（以下

「参加者」という。）の中から第８条各項に掲げるとおり、厳正かつ公正に受託候補者の選

定を行う。 

４ 委員会は、受託候補者の選定の結果について、設計担当課及び参加者へそれぞれ通知す

る。 

５ この条に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、「京都市都市計画局設計業務

受託候補者選定委員会設置要綱」に定める。 

 
（選定方式） 
第４条 選定方式は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 公募型プロポーザル 設計の方針や取組体制等、設計を行う施設に関する課題の解決

方法等の提案を広く公募し、書類審査及びヒアリング審査を行って最も適切な者を受託

候補者として選定する方式 

⑵ 公募型簡易プロポーザル 

ア 一般公募方式 設計の方針や取組体制等の提案を公募し、書類審査を行って最も適

切な者を受託候補者として選定する方式 

イ 市内公募方式 京都市契約事務規則第４条第２項に規定する一般競争入札有資格者

名簿に市内の中小企業とし登載された企業を対象に、設計の方針や取組体制等の提案

を公募し、書類審査を行って最も適切な者を受託候補者として選定する方式 



２ 委員会が特別な事情があると認めた場合は、前条第２項に関わらず前項各号に掲げる選

定方式によらない方式を採用することができる。 

 

（選定方式の採用基準） 
第５条 選定方式の採用基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、委員会が特別な事

情があると認めた場合は、採用基準によらずに選定方式を採用することができる。 

⑴ 公募型プロポーザル 高度な専門性や技術力等を要する業務で、設計を行う施設に関

する課題等を提示し、その解決方法等の提案を求めることで、特に設計者の特定が必要

なもの 

⑵ 公募型簡易プロポーザル 

ア 一般公募方式 専門性が高い、又は競争性の確保が見込めない業務で、設計の実績

や業務の進め方、取組体制等について提案を求めることで、設計者の知識や経験、業

務の実施方針等を把握する必要があるもの 

イ 市内公募方式 設計の実績や業務の進め方、取組体制等について提案を求めること

で、設計者の知識や経験、業務の実施方針等を把握する必要があるもの 

 
（プロポーザルの募集） 
第６条 受託候補者の選定は、原則として、公募によりプロポーザルへの参加者を募り、実

施する。 

２ 委員会は、プロポーザルの募集に先立って、契約の内容に応じその都度、次の各号に掲

げる事項について定め、これを公開する。 

⑴ 当該プロポーザルの募集要領（以下「募集要領」という。） 

⑵ 当該プロポーザルの評価要領（以下「評価要領」という。） 

⑶ 技術提案書等の作成に関する説明書 

⑷ その他委員会が必要と認めた事項 

３ 募集要領には、次の事項を定めなければならない。 

⑴ 当該プロポーザルの予定スケジュール 

⑵ 当該設計業務委託の予定価格 
⑶ 当該プロポーザルの参加資格（以下「参加資格」という。） 

⑷ 当該プロポーザルに関する問合せ先及び問合せ方法 

⑸ その他当該プロポーザルの公募に必要な事項 

４ 評価要領には、次の事項を定めなければならない。 

⑴ 当該プロポーザルの評価項目及び配点 

⑵ 当該プロポーザルで技術提案を求める事項 
⑶ 当該プロポーザルの評価方法 

⑷ その他当該プロポーザルの評価に必要な事項 

５ 委員会は、予定価格が８，０００万円以上の設計業務委託に係るプロポーザルの公募を

しようとする場合は、第２項に掲げる事項について、あらかじめ学識経験者等の外部有識

者２名以上から意見を聴取するものとする。 

６ 前項の意見聴取の際に外部有識者から受託候補者を選定しようとするときに改めて意見

を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該受託候補者を選定する際に、あら

かじめ学識経験者等の外部有識者２名以上から意見を聴取するものとする。 

７ 公募型簡易プロポーザルを実施する場合は、第２項第３号及び第４号、第３項第３号か

ら第５号まで、第４項各号に掲げる事項は、第２項の規定に関わらず、複数の契約を一括

して予め定めることができる。 

 
（参加資格の確認） 
第７条 委員会は、プロポーザルの参加者が参加資格を満たしているか確認し、その結果を

参加者に通知する。 



２ 委員会は、提出された技術提案書が次の各号に掲げる事項に該当すると認めた場合は、

当該技術提案書を無効とし、前項の通知を取り消すことができる。 
⑴ 技術提案書に虚偽の記載がある場合 

⑵ 技術提案書に記載された、管理技術者及び設計担当主任技術者（以下「担当者」とい

う。）が変更になる場合、又は契約締結後に担当者として当該業務に従事できなくなった

場合。ただし、委員会が止むを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 

⑶ 技術提案書に記載された見積金額が、予定価格を超えた場合 

⑷ 受託候補者の選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 
 
（受託候補者の選定） 
第８条 委員会は、評価要領に基づいて評価し、その結果が第１順位の者を受託候補者とし

て選定しなければならない。ただし、当該結果を総合的に勘案し、適切に業務を遂行でき

ると判断できない場合は、受託候補者として選定することができない。 

２ 前項の規定は、参加者が１者の場合について準用する。 

３ 委員会は、受託候補者の次点として、第１項に規定する評価の結果が第２順位及び第３

順位の者を、それぞれ優先交渉権が第２順位及び第３順位の者として選定しなければなら

ない。 

４ 委員会は、第４条第１項第１号に規定する公募型プロポーザルを採用した場合、提出さ

れた技術提案書の内容に関する確認や補足説明を受けることを目的としてヒアリングを実

施し、これらの評価を行う。ただし、募集要領及び評価要領の定める方法により、ヒアリ

ングの対象者を６者以内に選定し、その結果を参加者に通知する。 
 
（委員会の公開） 
第９条 委員会は、非公開とする。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。 

 
（補則） 
第１０条 この要綱及び「京都市都市計画局設計業務受託候補者選定委員会設置要綱」に定

めるもののほか、受託候補者の選定に関する必要な事項は、別に定める。 
 
   附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

（関係要領の廃止） 
２ 設計業務受託候補者選定要領（平成１２年６月１日改正）は、廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月 1日から施行する。 

   附 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この要綱は、平成２３年５月１７日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２８年４月２８日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和６年９月１２日から施行する。 


